
８福薬業発第４１号 

令和８年４月２３日 

各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 竹野 将行  

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、令和８年４月３日付け８福薬業発第９号にてお知ら

せしたところですが、日本薬剤師会より別添のとおり追加の疑義解釈資料につ

いて連絡がありましたのでお知らせいたします。また、下記 URL からも閲覧可

能です。 

ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

〇令和８年度診療報酬改定について 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 

医療保険 > 令和８年度診療報酬改定について 

URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

 

以 上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html


 

日薬業発第 3 4 号 

令和８年４月 22 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

疑義解釈資料につきましては、令和８年４月１日付け日薬業発第６号ほかに

てお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されま

した。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜し

くお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能になっている

ことを申し添えます。 

 

 

〇「令和８年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

 > 医療保険 > 令和８年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和８年４月 20 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

いたします。 

abe-yuuta
テキストボックス
＜ 抄 ＞



 

事  務  連  絡 

令和８年４月 20 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添２） 

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【共通事項】 

問１ 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴

い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。 

（答）次を想定している。 

・ 法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子

育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等）における、賃金改善に応じた

事業者負担の増加分。 

なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合

理的な方法に基づく概算（概算の場合、最大 16.5％）によることができる。 

また、任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済

制度等における掛金等）は含まないものとする。また、企業型確定拠出年

金の掛け金についても含まない。 

これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の

送付について（その１）」（令和４年９月５日事務連絡）別添の問 19及び「疑

義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28日事務連絡）別添

２の問 17については廃止する。 

 

問２ 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料及び訪問看護

ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費

負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料

が算定される患者の診療回数についても算入するのか。 

（答）算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわ

らず算入しない。 

この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価

料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。 

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年

３月 28日事務連絡）別添２の問 24については廃止する。 

 

問３ 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が

算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場

合（医療観察法病棟等）であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改

善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟

等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよい

か。 

（答）差し支えない。 

 



  

看ベ－2 

問４ 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月

又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け

出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアッ

プ評価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベー

スアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当該年度に勤務し

ている職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算

定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断するこ

と。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。 

（答）雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支

えない。 

   なお、対象職員の数に１割以上の変動があった場合であって、改めて区

分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方

厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を

算定すること。 

   また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善

実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行

った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」

で除した値を１月当たりの基本給等総額に計上すること。 

 

【ベースアップ評価料】 

問５ ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保

険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベー

スアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び入院

ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法に

おける取扱い如何。 

（答）賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職

員として扱う。 

   なお、対象職員の数に１割以上の変動があった場合であって、改めて区

分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方

厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を

算定すること。 

   また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善

実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行

った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」

で除した値を１月当たりの基本給等総額に計上すること。 

 

【入院基本料等の減算】 

問６ 令和８年３月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機

関が、令和８年６月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、



  

看ベ－3 

「医科点数表第１章第２部通則第 11 号及び歯科点数表第１章第２部入院料

等通則第９号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。 

（答）入院基本料等の減算対象とはならない。 

 



 

 

（別添４） 

調－1 

 

調剤報酬点数表関係 

 

【調剤基本料】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」（令和８年３月５日付け保医発 0305第８号。以下「特掲施設基準通知」

という。）の第 88の２ 調剤基本料２の２（４）エで示す「介護保険法で

定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住ま

い法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有

料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グルー

プホームに入居する患者に係る処方箋」については、服薬管理指導料又は

在宅患者訪問薬剤管理指導料のいずれを算定したかにかかわらず、特定の

保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての

処方箋の受付回数のいずれからも除いて処方箋集中率を計算するのか。 

（答）そのとおり。 

 

【地域支援・医薬品供給対応体制加算】 

問２ 特掲施設基準通知の第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の２（３）

コ（ト）の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的に

はどのようなものを指すのか。 

（答）公衆衛生の向上及び増進の観点から、 

・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

（薬機法）等に抵触するおそれのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行

うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬や、 

・医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医

学的判断を行う検査サービス 

を指す。 

 

問３ 問２に関し、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するに当たり、

薬機法等に抵触するおそれのない研究用試薬又は検査用試薬や、医師法等

に抵触するおそれのない検査サービスを販売又は提供をしても差し支え

ないか。 

（答）差し支えない。 

 

【その他】 

問４ 「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改

正について」（令和８年３月 27 日付け保医発 0327 第７号）の２ 療養の



 

 

調－2 

 

給付と直接関係ないサービス等(５)エの「在留外国人の診療に当たり必要

となる多言語対応に要する費用（通訳の手配料や翻訳機の使用料等）」に

ついて、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用

徴収の対象として差し支えないか。 

（答）差し支えない。なお、当該サービスに限らず、本通知に掲載されている療

養の給付と直接関係ないサービス等であって、保険薬局において提供しう

るものについては、保険薬局における当該提供に要する費用についても費

用徴収の対象として差し支えない。 


